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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第61期

第２四半期
連結累計期間

第62期
第２四半期
連結累計期間

第61期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日

自　平成30年４月１日
至　平成30年９月30日

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

売上高 （百万円） 52,376 57,077 112,249

経常利益 （百万円） 1,680 1,975 3,587

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,142 1,336 2,540

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,245 1,287 2,655

純資産額 （百万円） 26,561 30,620 28,880

総資産額 （百万円） 53,923 59,316 57,688

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 140.66 153.25 310.45

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － 153.05 309.77

自己資本比率 （％） 49.3 51.6 50.1

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △1,768 324 △1,829

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △6 △292 125

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 1,770 474 2,871

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 5,354 7,013 6,540

 

回次
第61期

第２四半期
連結会計期間

第62期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成29年７月１日
至　平成29年９月30日

自　平成30年７月１日
至　平成30年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 82.29 90.43

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第61期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

４　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指

標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの名称を変更しており、従来の「デバイスビジネスユニット事

業」を「デバイス事業」に、従来の「ソリューションビジネスユニット事業」を「ソリューション事業」としており

ます。各事業セグメントが行う事業内容に変更はありませんが、持株会社化に伴い報告セグメントに係る算定方法を

変更しております。詳細につきましては、「第４［経理の状況］（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。

　また、平成30年４月１日付で、当社は商号を萩原電気ホールディングス株式会社に変更するとともに、会社分割に

より、デバイス事業を萩原電気デバイス分割準備株式会社（同日付で萩原エレクトロニクス株式会社に商号変更。）

に、ソリューション事業を萩原電気ソリューション分割準備株式会社（同日付で萩原テクノソリューションズ株式会

社に商号変更。）に、それぞれ承継いたしました。

　なお、主要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

 

（デバイス事業）

　平成30年４月２日付で、萩原エレクトロニクス株式会社と北都システム株式会社との合弁会社である萩原北都テク

ノ株式会社を設立いたしました。

　平成30年８月１日付で、萩原エレクトロニクス株式会社の100％出資の子会社として、株式会社クロスベースを設

立いたしました。

 

　この結果、平成30年９月30日時点では、当社グループは、当社及び当社の関連会社10社により構成されることとな

りました。

　上記異動を反映した企業集団の状況について、事業系統図を示すと以下のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(１）業績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用環境や企業収益の改善が継続するなど、引き続き緩やかな

回復基調となりました。一方、海外経済は、総じて堅調に推移しているものの、米中の貿易摩擦の激化など、先行き

の不透明感は払拭できない状況となっております。

　このような環境のもと、当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業では、国内生産は前年同期並みとな

り、海外生産ではアジア地域での牽引もあり総じて堅調に推移いたしました。

　当社グループにおきましては、総力をあげて売上高の伸長に努めるとともに、継続的なコスト抑制を推進し、収益

の維持に努めてまいりました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は570億77百万円（前年同四半期比9.0％増）となり、営業利益は19

億74百万円（前年同四半期比19.5％増）、経常利益は19億75百万円（前年同四半期比17.6％増）、親会社株主に帰属

する四半期純利益は、13億36百万円（前年同四半期比17.0％増）と増収増益となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりです。

　なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの利益の算定方法を変更したことに伴いセグメント利益の前

年同四半期との比較ができないことから、前年同四半期比増減は記載しておりません。

 

（デバイス事業）

　デバイス事業におきましては、電子制御が進む自動車向システムＬＳＩなどの半導体や電子部品の販売及び技術支

援、組込システムのＰＯＣ（概念実証）開発支援や受託開発事業を行っております。

　当第２四半期連結累計期間におきましては、新型車も含めて自動車生産台数が堅調に推移したことによる納入部品

の増加、また電動車や先進運転支援システム搭載車両の需要増が寄与した結果、デバイス事業の売上高は、466億87

百万円（前年同四半期比6.3％増）、営業利益は14億20百万円となりました。

 

（ソリューション事業）

　ソリューション事業におきましては、ＩＴ機器、計測機器及び組込機器の販売からＩＴプラットフォーム基盤構築

及びＩｏＴシステムの提案に加え、ＦＡシステムや特殊計測システムの設計・製造・販売及び産業用コンピュータの

開発・製造・販売を行っております。

　当第２四半期連結累計期間におきましては、業績好調な主要顧客企業の設備投資需要や情報化投資需要を的確に捉

えるとともに、ＩｏＴ領域やＡＩ領域など新規分野へ提案活動を継続して実施した結果、ＩＴ分野を始めとして各分

野において前期を上回る売上高となり、ソリューション事業の売上高は103億90百万円（前年同四半期比22.7％増）

と大幅な増収となり、営業利益は５億53百万円となりました。
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(２）財政状態の分析

（資産）

　資産合計は、前連結会計年度末に比べて16億27百万円増加し593億16百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて13億33百万円増加し541億94百万円となりました。これは主に、商品及

び製品が12億93百万円増加したことによるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて２億94百万円増加し51億22百万円となりました。

 

（負債）

　負債合計は、前連結会計年度末に比べて１億12百万円減少し286億95百万円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて40百万円増加し245億76百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が１億２百万円及び電子記録債務が１億45百万円減少しましたが、未払法人税等が２億57百万円増加した

ことによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億53百万円減少し41億18百万円となりました。これは主に、長期借入

金が１億25百万円減少したことによるものであります。

 

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて17億40百万円増加し306億20百万円となりました。

　この結果、自己資本比率は51.6％（前連結会計年度末は50.1％）となりました。

 

(３）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

４億73百万円増加し70億13百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、獲得した資金は３億24百万円（前年同四半期は17億68百万円の使用）となりました。

　これは主に、たな卸資産の増加額14億９百万円、仕入債務の減少額２億48百万円及び法人税等の支払額４億80百

万円がありましたが、税金等調整前当期純利益19億74百万円及び売上債権の減少額３億65百万円があったためであ

ります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は２億92百万円（前年同四半期は６百万円の使用）となりました。

　これは主に、定期預金の預入による支出２億円及び有形固定資産の取得による支出１億11百万円があったためで

あります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、獲得した資金は４億74百万円（前年同四半期は17億70百万円の獲得）となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出８億93百万円及び配当金の支払額４億67百万円がありましたが、短期

借入金の純増加額２億52百万円、長期借入れによる収入７億円及び株式の発行による収入８億79百万円があったた

めであります。

 

(４）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり

ません。

 

(５）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(６）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、16百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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(７）生産、受注及び販売実績

　当第２四半期連結累計期間において、受注残高が著しく増加しております。

　これは主にソリューション事業において、ＩｏＴ関連の大型案件及び計測分野の複数のリピート案件を受注したこ

となどによるものです。

セグメントの名称 受注高（百万円） 前期比（％） 受注残高（百万円） 前期比（％）

デバイス事業 46,906 +5.5 3,437 +6.4

ソリューション事業 11,720 +29.3 5,020 +91.1

計 58,627 +9.6 8,458 +44.3

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成30年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年11月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可

金融商品取引業協会名
内容

普通株式 9,018,000 9,018,000

東京証券取引所

名古屋証券取引所

各市場第一部

単元株式数は

100株であります。

計 9,018,000 9,018,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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②【その他の新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

決議年月日 平成29年11月27日

新株予約権の数（個）

（注）１
0[0]

新株予約権のうち自己新

株予約権の数（個）
－

新株予約権の目的となる

株式の種類
普通株式

新株予約権の目的となる

株式の数（株）

１　本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式700,000株とする

（交付株式数は、100株とする。）。ただし、本欄第２項乃至第５項により交付株

式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後

交付株式数に応じて調整されるものとする。

２　本新株予約権の発行後、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号

に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更

を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、

かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前

行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後交付株式数 ＝
調整前交付株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

３　本欄第２項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数はこれを切り捨てるもの

とする。

４　調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる別記「新株予約権の行使

時の払込金額」欄第３項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号

に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。

５　交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前

日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前

交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通

知する。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号④に定

める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合に

は、適用開始日以降速やかにこれを行う。
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１　本新株予約権の行使に際して払込むべき金額

(1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使

価額に交付株式数を乗じた額とする。

(2）行使価額は、当初金3,850円とする。ただし、行使価額は本欄第２項又は第３項

に従い、修正又は調整されることがある。

２　行使価額の修正

(1）本新株予約権の発行後、行使価額は、時価算定日の修正後行使価額に修正さ

れ、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正

後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金2,100円（以下

「下限行使価額」という。ただし、本欄第３項による調整を受ける。）を下回

る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。

(2）本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる

行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。

３　行使価額の調整

(1）当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の

発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、

次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）により行使価額を調整す

る。

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

既発行

普通株式数
＋

新発行・処分普通株式数 × １株当たり払込金額

時価

既発行普通株式数 ＋ 新発行・処分普通株式数

(2）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整

後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①　本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付

する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若

しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求でき

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券

若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。）

調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌

日以降、これを適用する。

②　当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て（以下総称して

「株式分割等」という。）をする場合

調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定める

ための基準日又は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、

効力発生日）の翌日以降これを適用する。

③　本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引

換えに取得される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権

利）又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引

換えに取得される証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権

利）又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合

（なお、新株予約権無償割当ての場合（新株予約権付社債を無償で割当て

る場合を含む。）は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用

する。）

調整後の行使価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（新株予約

権の交付と引換えに取得される証券（権利）若しくは取得させることがで

きる証券（権利）に関して交付の対象となる新株予約権を含む。）の全て

が当初の行使価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみな

して行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券（権利）又は

新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日（当該募集において株主

に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるた

めの基準日又は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、そ

の効力発生日）の翌日）以降これを適用する。

 

EDINET提出書類

萩原電気ホールディングス株式会社(E02828)

四半期報告書

10/31



 

新株予約権の行使時の払
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ただし、本③に定める証券（権利）又は新株予約権の発行が買収防衛を目

的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約

権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、

当該証券（権利）又は新株予約権（新株予約権の交付と引換えに取得され

る証券（権利）若しくは取得させることができる証券（権利）に関して交

付の対象となる新株予約権を含む。）の全てについてその要項上取得の請

求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日（以下「転換・行使開

始日」という。）において取得の請求、取得条項による取得又は行使によ

り当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算

出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。

④　本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効

力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他

当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわら

ず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用す

る。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認が

あった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に

対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付す

る。

株式数 ＝
（調整前行使価額－調整後行使価額） ×

調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数

調整後行使価額

この場合に１株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整

は行わない。

(3）①　行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を切り捨てる。

②　行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立

つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値とする。

この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位

を切り捨てる。

③　行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に

株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定め

るための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使

価額を適用する日の１か月前の日における当社の発行済普通株式数から、

当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。ま

た、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発

行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社

普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

④　行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が１

円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただ

し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場

合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額から

この差額を差引いた額を使用するものとする。

(4）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①　株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要

とするとき（ただし、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条

件」欄第２項に定める場合を除く。）。

②　その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発

生により行使価額の調整を必要とするとき。

③　行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づ

く調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由に

よる影響を考慮する必要があるとき。
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(5）本項第(2)号の規定にかかわらず、時価算定日が、振替機関（「(1）募集の条

件」注３．に定める振替機関をいう。以下同じ。）の定める新株予約権行使請

求を取り次がない日の初日より前である場合に限り、本項第(2)号に基づく行使

価額の調整を行うものとする。ただし、下限行使価額については、常にかかる

調整を行うものとする。

(6）本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき（下限行使価額が調

整されるときを含む。）は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその

事由、調整前の行使価額（下限行使価額を含む。以下本号において同じ。）、

調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知

する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないとき

は、適用の日以降すみやかにこれを行う。

新株予約権の行使期間
自 平成29年12月15日

至 平成31年12月30日
 

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額（円）

１　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に

係る各本新株予約権の行使に際して払込むべき金額に、行使請求に係る各本新株

予約権の発行価額を加えた額を、当該行使請求の時点において有効な発行株式数

で除した額とする。

２　本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準

備金

本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社

計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗

じた金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額と

する。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を

減じた額とする。
 

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
 

新株予約権の譲渡に関す

る事項

当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはで

きない。
 

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

－

 

（注）１　当第２四半期連結会計期間の末日（平成30年９月30日）における内容を記載しております。当第２四半期

連結会計期間の末日から提出日の前月末現在（平成30年10月31日）にかけて変更された事項については、提

出日の前月末現在における内容を［　］内に記載しており、その他の事項については当第２四半期連結会計

期間の末日における内容から変更はありません。

２　本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債

券等の特質等は以下のとおりであります。

(1）株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又

は減少する。

(2）行使価額の修正の基準及び頻度

① 修正の基準：本新株予約権の行使価額は、本新株予約権者による本新株予約権の各行使請求の効力発

生日（以下「決定日」という。）に、決定日の前取引日（ただし、決定日の前取引日に当社普通株式

の普通取引の終日の売買高加重平均価格（以下「ＶＷＡＰ」という。）のない場合には、その直前の

ＶＷＡＰのある取引日とする。以下「時価算定日」という。）の株式会社東京証券取引所（以下「東

京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引のＶＷＡＰの91％に相当する金額（円位

未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。）に修正さ

れ、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出にお

いて、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使

価額とする。

② 修正の頻度：本新株予約権者による本新株予約権の行使の都度、上記のとおり修正される。

(3）行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限

① 行使価額の下限 当初金2,100円（ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項による

調整を受ける。）
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② 新株予約権の目的となる株式の数の上限

本新株予約権の目的となる普通株式の総数は700,000株（平成29年９月30日現在の総議決権数81,210

個に対する割合は8.62％）、交付株式数は100株で確定している（ただし、別記「新株予約権の目的

となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。）。

(4）本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられ

ている。

(5）本新株予約権には、20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が本

欄第４項に記載の行使価額の下限を下回った場合、当社が本新株予約権１個当たり金1,247円にて、残

存する本新株予約権の全部を取得する義務を負うとする条項が設けられている。

(6）権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

今回の資金調達は、当社が割当先に対し、行使期間を約２年間とする行使価額修正条項付新株予約権

（行使価額の修正条項の内容は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項に記載のとおり。）

を第三者割当の方法によって割当て、割当先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する

仕組みとなっています。

当社は割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新株予約権買取契約及び以下の

内容を含んだ本ファシリティ契約を締結しております。

［本ファシリティ契約の内容］

当社は、本新株予約権買取契約の締結と同時に当社と割当先との間において本ファシリティ契約を締

結しております。本ファシリティ契約は、当社と割当先との間において、本新株予約権の行使プロセ

ス等について取り決めるものであり、以下のとおり、ファシリティ特約期間中は原則として当社が行

使要請を行った場合に限り本新株予約権の行使を可能とすること、割当先は当社の要請に従い本新株

予約権を行使するよう最大限努力すること等を規定するものです。

①　割当先は、平成29年12月15日から平成31年９月30日までの期間（以下「ファシリティ特約期間」

という。）においては、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の行使期間内であって

も、本ファシリティ契約の規定に従って行使する場合のほかは本新株予約権を行使しないことに

同意します。ただし、当社の発行する株式、新株予約権又は新株予約権付社債に対して公開買付

けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時ま

での間においてはこの限りではありません。

②　当社は、ファシリティ特約期間において、本ファシリティ契約の規定に従い、随時、何回でも、

割当先に対して本新株予約権の行使を要請する期間（以下「行使要請期間」という。）及び行使

要請期間中に割当先に対して行使を要請する本新株予約権の個数（以下「行使要請個数」とい

う。）を定めることができます。

③　当社は、行使要請期間及び行使要請個数を定めたときは、行使要請期間の初日の前取引日まで

に、割当先に対して通知（以下「行使要請通知」という。）を行います。なお、当社は、行使要

請通知を行った場合、その都度プレスリリースを行います。

④　当社は、当社に重要事実等が生じた場合には、かかる事実等について公表がされた後でなけれ

ば、行使要請通知を行うことができません。

⑤　当社が行使要請通知を行った場合、割当先は、行使要請通知に定める行使要請期間中において、

行使要請個数の全てにつき、本新株予約権を行使するよう最大限努力します。ただし、割当先

は、本新株予約権を行使する義務は負いません。

⑥　１回の行使要請通知に定める行使要請期間は、20取引日以上の期間です。

⑦　１回の行使要請通知に定める行使要請個数は、100個以上、7,000個以内の範囲です。

⑧　当社は、割当先に対し、撤回通知を交付することにより、その時点で未行使の行使要請個数のあ

る行使要請通知を撤回することができます。ただし、行使要請通知に係る残存行使要請期間（撤

回通知が行われた日（当日を含む。）から当該行使要請通知に係る行使要請期間終了日までの期

間をいう。）が３取引日未満である場合を除きます。なお、当社は、撤回通知を行った場合、そ

の都度プレスリリースを行います。

⑨　約２年間の行使期間のうち最後の３か月間は、自由裁量期間となり、割当先は自社の裁量で自由

に行使することが可能となります。

当社は、割当先との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内

で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わ

ない旨の合意をしております。

当社は、割当先との間で、本新株予約権の発行を除き、本新株予約権買取契約の締結日以降、残存する

本新株予約権の全てが行使された日、当社が本新株予約権の発行要項に基づき残存する本新株予約権の

全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権１個当たり金1,247円の支払を完了した日、割当先

が残存する本新株予約権の全部を他の者に譲渡した日又は平成31年12月30日のいずれか先に到来する日

までの間、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社の株式及び当社の株式を取得する権
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利あるいは義務を有する有価証券（新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社の株式とする取

得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られない。）の発行又は売却（ただし、ス

トックオプションに関わる発行、株式分割、新株予約権若しくは取得請求権の行使又は取得条項の発動

によるものを除く。）を行わないこと、並びに上記の発行又は売却を実施することにかかる公表を行わ

ないことに合意しております。

(7）当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(8）当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

割当先と萩原智昭氏の間で株券貸借取引契約の締結をしております。

(9）その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　当第２四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債等に係る新株予約権が次のとおり行使

されております。

 
第2四半期会計期間

（平成30年７月１日から平成30年９月30日まで）

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の数（個）
728

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数（株） 72,800

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等（円） 2,659.30

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額（百万円） 194

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計（個）
7,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数（株）
700,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等（円）
3,016.18

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額（百万円）
2,120

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減
 

（百万円）

資本金残高
 

（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成30年７月１日～

平成30年９月30日
72,800 9,018,000 97 4,361 97 3,136

（注）　新株予約権の行使による増加であります。
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（５）【大株主の状況】

  平成30年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株式を
除く。）の総数に対する
所有株式数の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番11号 951 10.78

有限会社スタニイ 名古屋市守山区小幡北1235番地 495 5.61

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 352 3.99

萩原　智昭 名古屋市守山区 335 3.80

萩原電気従業員持株会 名古屋市東区東桜二丁目２番１号 274 3.11

萩原　義昭 名古屋市守山区 248 2.81

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 232 2.63

名古屋中小企業投資育成株式会社 名古屋市中村区名駅南一丁目16番30号 230 2.60

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口）
東京都中央区晴海一丁目８番12号 215 2.44

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 178 2.02

計 － 3,513 39.78

（注）１　当社は自己株式186千株（2.07％）を保有していますが、上記から除外しております。

２　上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数

は、858千株であります。

上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、

328千株であります。

上記資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数

は、215千株であります。

３　平成30年１月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及び共同保

有者が平成30年１月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四

半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりま

せん。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合

（％）

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 125 1.50

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 9 0.12

アセットマネジメントOne株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号 339 4.06

計 － 474 5.68
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４　平成30年２月６日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社及び

共同保有者が平成30年１月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当

第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合

（％）

三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 321 3.85

三井住友トラスト・アセットマネ

ジメント株式会社
東京都港区芝三丁目33番１号 62 0.75

日興アセットマネジメント株式会

社
東京都港区赤坂九丁目７番１号 44 0.53

計 － 428 5.12

 

５　平成30年４月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及び共

同保有者が平成30年４月９日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第

２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお

りません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合

（％）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 232 2.69

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 122 1.42

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 21 0.25

計 － 375 4.35

 

６　平成30年８月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ＳＭＢＣ日興証券株式会社及び

共同保有者が平成30年７月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当

第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めて

おりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合

（％）

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 77 0.86

三井住友アセットマネジメント株

式会社
東京都港区愛宕二丁目５番１号 329 3.68

計 － 406 4.54
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７　平成30年10月５日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友アセットマネジメント

株式会社及び共同保有者が平成30年９月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、

当社として当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状

況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合

（％）

三井住友アセットマネジメント株

式会社
東京都港区愛宕二丁目５番１号 375 4.16

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 77 0.85

計 － 452 5.01
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年９月30日現在
 

区分
株式数
（株）

議決権の数
（個）

内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　 186,600
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　 8,827,000 88,270 －

単元未満株式 普通株式　　　　 4,400 － －

発行済株式総数 9,018,000 － －

総株主の議決権 － 88,270 －

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式65株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義

所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合

（％）

（自己保有株式）

萩原電気ホールディン

グス株式会社

名古屋市東区東桜

二丁目２番１号
186,600 － 186,600 2.07

計 － 186,600 － 186,600 2.07

（注）１　自己株式は、全て当社名義となっており、実質的に所有しております。

２　自己株式は、平成30年７月26日に実施いたしました譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分により、

6,071株減少しました。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年７月１日から平成

30年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日から平成30年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,610 7,013

受取手形及び売掛金 ※１ 30,557 ※１ 29,750

電子記録債権 1,594 1,980

商品及び製品 12,860 14,154

仕掛品 341 460

原材料及び貯蔵品 276 274

その他 622 564

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 52,860 54,194

固定資産   

有形固定資産 2,629 2,664

無形固定資産 108 121

投資その他の資産   

その他 2,090 2,336

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 2,089 2,336

固定資産合計 4,828 5,122

資産合計 57,688 59,316

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※１ 11,585 ※１ 11,482

電子記録債務 2,914 2,769

短期借入金 6,582 6,835

1年内返済予定の長期借入金 918 850

未払法人税等 526 783

受注損失引当金 11 －

その他 1,997 1,856

流動負債合計 24,536 24,576

固定負債   

長期借入金 3,925 3,800

退職給付に係る負債 119 79

その他 227 239

固定負債合計 4,272 4,118

負債合計 28,808 28,695
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成30年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年９月30日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,916 4,361

資本剰余金 4,407 4,861

利益剰余金 20,378 21,246

自己株式 △354 △343

株主資本合計 28,347 30,126

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 388 361

為替換算調整勘定 239 206

退職給付に係る調整累計額 △98 △92

その他の包括利益累計額合計 528 475

新株予約権 3 －

非支配株主持分 － 18

純資産合計 28,880 30,620

負債純資産合計 57,688 59,316
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

売上高 52,376 57,077

売上原価 47,326 51,283

売上総利益 5,050 5,794

販売費及び一般管理費 ※ 3,398 ※ 3,820

営業利益 1,651 1,974

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 8 10

為替差益 11 17

保険解約返戻金 30 0

その他 18 23

営業外収益合計 72 53

営業外費用   

支払利息 18 20

売上債権売却損 23 17

その他 1 13

営業外費用合計 43 51

経常利益 1,680 1,975

特別損失   

固定資産処分損 1 1

投資有価証券評価損 － 0

特別損失合計 1 1

税金等調整前四半期純利益 1,678 1,974

法人税等 535 634

四半期純利益 1,142 1,340

非支配株主に帰属する四半期純利益 － 3

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,142 1,336
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  (単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

四半期純利益 1,142 1,340

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 114 △26

為替換算調整勘定 △16 △32

退職給付に係る調整額 4 6

その他の包括利益合計 102 △52

四半期包括利益 1,245 1,287

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,245 1,283

非支配株主に係る四半期包括利益 － 3
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年４月１日
　至　平成30年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,678 1,974

減価償却費 84 86

固定資産除売却損益（△は益） 1 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △28 △30

受注損失引当金の増減額（△は減少） 55 △11

受取利息及び受取配当金 △11 △12

支払利息 18 20

売上債権の増減額（△は増加） 1,545 365

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,010 △1,409

仕入債務の増減額（△は減少） △916 △248

その他 △598 76

小計 △1,181 813

利息及び配当金の受取額 11 12

利息の支払額 △17 △20

法人税等の支払額 △580 △480

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,768 324

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 70

定期預金の預入による支出 － △200

投資有価証券の取得による支出 △21 △15

有形固定資産の取得による支出 △43 △111

無形固定資産の取得による支出 △24 △39

その他 83 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △6 △292

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,081 252

長期借入れによる収入 500 700

長期借入金の返済による支出 △432 △893

自己株式の取得による支出 △0 －

株式の発行による収入 － 879

配当金の支払額 △366 △467

非支配株主からの払込みによる収入 － 15

その他 △12 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,770 474

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △20 473

現金及び現金同等物の期首残高 5,375 6,540

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,354 7,013

 

EDINET提出書類

萩原電気ホールディングス株式会社(E02828)

四半期報告書

25/31



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（連結の範囲の重要な変更）

　第１四半期連結会計期間より、新たに設立した萩原北都テクノ株式会社を連結の範囲に含めております。また、

当第２四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社クロスベースを連結の範囲に含めております。

 

（追加情報）

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。

　なお、当四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、

四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

受取手形 11百万円 32百万円

支払手形 83百万円 87百万円

 

２　当社は、機動的かつ安定的な資金調達枠の確保のため取引銀行３行とコミットメントライン契約を締結しており

ます。これらの契約に基づく四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成30年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年９月30日）

コミットメントラインの総額 4,000百万円 4,000百万円

借入実行残高 －百万円 －百万円

差引額 4,000百万円 4,000百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日

　　至　平成29年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日

　　至　平成30年９月30日）

貸倒引当金繰入額 △2百万円 △0百万円

給料及び手当 1,731百万円 1,880百万円

退職給付費用 65百万円 66百万円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日

至　平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年９月30日）

現金及び預金勘定 5,424百万円 7,013百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △70百万円 －

現金及び現金同等物 5,354百万円 7,013百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月12日

取締役会
普通株式 365 45.00 平成29年３月31日 平成29年６月12日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年11月６日

取締役会
普通株式 325 40.00 平成29年９月30日 平成29年12月８日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月11日

取締役会
普通株式 467 55.00 平成30年３月31日 平成30年６月11日 利益剰余金

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後

となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年11月９日

取締役会
普通株式 441 50.00 平成30年９月30日 平成30年12月７日 利益剰余金

 

EDINET提出書類

萩原電気ホールディングス株式会社(E02828)

四半期報告書

27/31



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２ 

デバイスビジ
ネスユニット
事業

ソリューショ
ンビジネスユ
ニット事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 43,910 8,466 52,376 － 52,376

セグメント間の内部売上高又は振替高 46 11 58 △58 －

計 43,957 8,477 52,435 △58 52,376

セグメント利益 2,008 412 2,421 △769 1,651

（注）１　セグメント利益の調整額△769百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結損
益計算書計上
額（注） デバイス事業

ソリューショ
ン事業

計

売上高      

外部顧客への売上高 46,687 10,390 57,077 － 57,077

セグメント間の内部売上高又は振替高 62 84 146 △146 －

計 46,749 10,474 57,223 △146 57,077

セグメント利益 1,420 553 1,974 － 1,974

（注）　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　（報告セグメントの利益の算定方法の変更）

　第１四半期連結会計期間より、当社グループが持株会社体制へ移行したことにより、セグメント利益の算定方法

を変更しております。これに伴い当社（持株会社）に係る全社費用及び収益を、各セグメントに配賦しておりま

す。

　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント利益は、全社費用に対する収益が存在せず当該変更後の算定方法

による算出ができないことから、変更前の算定方法に基づき開示しております。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

　該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日

至　平成29年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年９月30日）

（１）１株当たり四半期純利益金額 140円66銭 153円25銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円） 1,142 1,336

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）
1,142 1,336

普通株式の期中平均株式数（株） 8,125,323 8,722,715

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 153円05銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） － 11,515

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前

連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

（注）　前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　第62期（平成30年４月１日から平成31年３月31日まで）中間配当については、平成30年11月９日開催の取締役会に

おいて、平成30年９月30日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしまし

た。

①　中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　 441百万円

②　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　　　　　50円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成30年12月７日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成30年11月９日

萩原電気ホールディングス株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柏　　木　　勝　　広

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大　　橋　　敦　　司

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている萩原電気ホール

ディングス株式会社の平成30年４月１日から平成31年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成30年

７月１日から平成30年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成30年４月１日から平成30年９月30日まで)に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、萩原電気ホールディングス株式会社及び連結子会社の平成30年９月30

日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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